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1申請方法

申請書の受け付け順に墓所を選定していただきま

す 全ての区画が決まり次第 受け付け終了となりま

す 受け付け状況につきましては、問い合わせくだ

さい。

受付期限 ３月 日 金 午前９時～午後４時

※土日・祝日 月 日 金 ～１月３日

水 を除く

受付会場 市役所３階 環境課

※総合支所・支所および郵送での申請書

の配布・受け付けは行いません

2申込資格

①申請時において市内に３カ月以上住所を有する

方で 墓所の祭し者

②焼骨を有する方

※死体 胎 埋・火葬許可証または焼骨の埋・収蔵事

実の確認書が必要です ただし 東日本大震災で

遺体が発見されずに死亡認定を受けられたご遺

族は申し込みができます

3墓所使用料

※墓碑の制限については 申し込み実施要領をご

確認ください

※使用許可区画数については 問い合わせくださ

い

4注意

石巻霊園における返還墓所のみの供給であり 石

巻第二霊園一般墓所および個別集合墓所の申し込み

はできません

※返還墓所とは 一度使用許可を受けて使用され

た墓所で 他の墓地への改葬などにより 市へ返

還された墓所のことをいいます

□問 環境課 内線3365・3377

業
務

市
立
小
・
中
学
校
の
学

級
に
在
籍
す
る
、
学
習
や
生
活

に
困
難
を
抱
え
て
い
る
児
童
生

徒
の
学
習
な
ど
の
支
援

対
象

・
児
童
生
徒
に
愛
情
を
も
っ
て

接
す
る
こ
と
が
で
き
る
方

・
意
欲
と
使
命
感
を
も
っ
て
取

り
組
む
こ
と
が
で
き
る
方

任
用
期
間

平
成

年
４
月
１

日

日

〜
平
成

年
３
月

日

日

賃
金

時
給
８
５
０
円
（
週

時
間
以
内
）

定
員

若
干
名

募
集
期
間

１
月

日

金

〜

日

金

申
込
方
法

学
校
教
育
課
に
履

歴
書
を
持
参
し
て
く
だ
さ

い
。

面
接
日

２
月
１
日

木
）
、

８
日

木
）
、

日

木

面
接
会
場

市
役
所
２
階
２
０

１
会
議
室

□問

学
校
教
育
課

（
内
線
５
０
２
６
）

１
月

日
（
水
）
ま
で
「
夕

暮
れ
時
の
交
通
事
故
防
止
運

動
」
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
夕

暮
れ
時
か
ら
夜
間
の
時
間
帯

に
、
高
齢
者
を
は
じ
め
と
す
る

交
通
事
故
が
多
く
な
り
ま
す
。

車
な
ど
を
運
転
す
る
方
は
早

め
の
点
灯
を
心
掛
け
、
歩
行
者

な
ど
は
反
射
材
・
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ

ト
を
積
極
的
に
活
用
し
ま
し
ょ

う
。

夕
暮
れ
時
の
事
故
防
止
「
ラ
・

ラ
・
ラ
運
動
」

・
ラ
イ
ト
オ
ン
（
早
め
の
ラ
イ

ト
点
灯
）

・
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
（
目
立
つ
装

備
・
服
装
）

・
ラ
イ
ト
ケ
ア
フ
ル
（
右
側
注

意
）

□問

防
災
推
進
課

（
内
線
４
１
７
２
）

身
体
に
取
り
込
ま
れ
た
ア
ル

コ
ー
ル
は
、判
断
力
や
注
意
力
、

運
動
能
力
を
低
下
さ
せ
ま
す
。

ま
た
、
ア
ル
コ
ー
ル
が
運
転
に

及
ぼ
す
影
響
は
、
見
た
目
だ
け

で
は
分
か
ら
な
い
も
の
で
す
。

飲
酒
運
転
に
「
つ
い
」
や
「
う

っ
か
り
」
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
飲

ん
だ
ら
乗
る
な
」
「
乗
る
な
ら

飲
む
な
」
を
自
分
自
身
に
徹
底

し
、
市
か
ら
飲
酒
運
転
を
追
放

し
ま
し
ょ
う
。

○
車
両
を
運
転
す
る
人
に
は
、

絶
対
に
酒
類
を
提
供
し
な
い

よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

○
飲
酒
を
伴
う
会
合
な
ど
に

は
、
車
両
を
運
転
し
な
い
よ

う
に
声
を
掛
け
合
い
ま
し
ょ

う
。

○
飲
酒
運
転
の
危
険
性
、
反
社

会
性
、
責
任
の
重
大
さ
を
認

識
し
ま
し
ょ
う
。

□問

防
災
推
進
課
（
内
線
４

１
７
２
）

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度

は
、平
成

年
４
月
１
日（
日
）

か
ら
所
得
制
限
を
撤
廃
し
対
象

者
を
拡
大
し
ま
す
。
入
院
の
み

助
成
（
水
色
）
の
受
給
者
証
を

お
持
ち
の
方
は
、
通
院
も
助
成

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

資
格
情
報
を
確
認
す
る
た

め
、１
月
下
旬
に
対
象
の
方（
未

申
請
者
の
方
を
含
む
）
へ
通
知

と
申
請
書
を
送
り
ま
す
の
で
、

申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

申
請
方
法

直
接
窓
口
、
ま
た
は
郵
送

必
要
な
も
の

・
健
康
保
険
証
（
子
ど
も
の
名

前
が
入
っ
た
も
の
）

・
印
鑑
（
ゴ
ム
印
を
除
く
。
認

め
印
で
可
）

・
所
得
確
認
書
類
（
未
申
請
者

の
み
）

※
郵
送
で
申
請
す
る
際
は
必
要

書
類
を
同
封
し
、
申
請
書
の

記
入
や
押
印
漏
れ
が
な
い
よ

う
お
願
い
し
ま
す
。

□申
・
□問

〒
９
８
６
‐
８
５
０

１
（
住
所
不
要
）
保
険
年
金

課
（
内
線
２
３
４
６
）

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

各
支
所

歳
に
な
る
と
、
国
民
年
金

に
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

・

歳
の
誕
生
日
を
迎
え
る
月

の
前
月
末
日
ご
ろ
に
、
日
本

年
金
機
構
か
ら
「
国
民
年
金

被
保
険
者
資
格
取
得
届
書
」

が
送
ら
れ
ま
す
の
で
、
必
要

事
項
を
記
入
し
て
届
け
出
し

て
く
だ
さ
い
。

・
保
険
料
の
納
付
は
、
金
融
機

関
や
コ
ン
ビ
ニ
の
ほ
か
、
口

座
振
替
や
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
で
も
で
き
ま
す
。

・
学
生
の
方
や
、
納
付
が
困
難

な
方
は
学
生
納
付
特
例
や
免

除
制
度
が
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

・
「
年
金
手
帳
」
は
大
切
に
保

管
し
て
く
だ
さ
い
。

・
す
で
に
就
職
し
て
厚
生
年
金

や
共
済
組
合
に
加
入
し
て
い

る
方
や
、
そ
の
方
に
扶
養
さ

れ
て
い
る
配
偶
者
の
方
は
改

め
て
届
け
出
を
す
る
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

□申
・
□問

保
険
年
金
課
（
内
線
２
３
５

３
）

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

各
支
所

石
巻
年
金
事
務
所

☎
２
２

‐
５
１
１
７

今
春
、
小
学
校
に
入
学
す
る

お
子
さ
ん
（
平
成

年
４
月
２

日
〜
平
成

年
４
月
１
日
生
ま

れ
）
お
よ
び
、
中
学
校
に
入
学

す
る
お
子
さ
ん
（
平
成

年
４

月
２
日
〜
平
成

年
４
月
１
日

生
ま
れ
）の
保
護
者
の
方
に「
入

学
通
知
書
」を
郵
送
し
ま
し
た
。

ま
だ
届
い
て
い
な
い
方
や
、

転
居
な
ど
に
よ
り
入
学
校
が
変

わ
る
方
、
そ
の
他
不
明
な
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
、
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

□問

教
育
総
務
課

（
内
線
５
０
１
８
）

対
象

県
内
在
住
の
ひ
と
り
親

家
庭
の
親
子
（
お
子
さ
ん
は

５
歳
以
上
中
学
生
以
下
）

と
き

１
月

日

土

〜

日

日

１
泊
２
日

と
こ
ろ

国
立
花
山
青
少
年
自

然
の
家

集
合

Ｊ
Ｒ
仙
台
駅
東
口
（
午

前
９
時
）

定
員

人
〔
抽
選
〕

申
込
方
法

１
月

日
（
金
）

ま
で
に
電
話
ま
た
は
Ｆ
Ａ
Ｘ

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
所
定

の
申
込
用
紙
を
送
付
し
ま

す
。

□申
・
□問

公
財

宮
城
県
母
子

福
祉
連
合
会

☎
０
２
２
‐
２
９
５
‐
０
０

１
３

Ｆ
Ａ
Ｘ
０
２
２
‐
２
５
６
‐

６
５
１
２

□問

市
子
育
て
支
援
課

（
内
線
２
５
５
３
）

第

回
石
巻
地
区
２
市
１
町

特
別
職
・
管
理
職
員
等
研
修
会

の
一
般
参
加
者
を
募
集
し
ま

す
。
（
一
社
）
日
本
ほ
め
る
達

人
協
会
専
務
理
事
の
松
本
秀
男

氏
が
講
演
し
ま
す
。

と
き

１
月

日
（
水
）
午
後

１
時

分
〜
３
時

と
こ
ろ

河
北
総
合
セ
ン
タ
ー

「
ビ
ッ
グ
バ
ン
」

対
象

石
巻
圏
域
に
在
住
の
方

演
題

「
組
織
も
家
庭
も
、
悩

み
ご
と
ま
で
ほ
め
て
解
決

！
」

定
員

２
０
０
人
〔
先
着
〕

※
参
加
人
数
に
よ
り
入
場
を
制

限
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

□問

石
巻
地
区
広
域
行
政
事

務
組
合
総
務
企
画
課

☎
９
６
‐
３
５
７
７

対
象

①
平
成

年
度
建
設
工
事
ま
た

は
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ

ン
ト
等
業
務
の
入
札
参
加
資

格
申
請
（
補
充
登
録
）

※
登
録
済
み
の
方
は
、
有
効
期

限
が
平
成

年
３
月

日

日

で
す
の
で
、
今
回
申
請

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

②
平
成

・

年
度
物
品
購
入

・
役
務
提
供
の
入
札
参
加
資

格
申
請
（
本
登
録
）

③
平
成

・

年
度
小
規
模

（
履
行
が
容
易
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
、
予
定
価
格
が

万
円
未
満
の
小
規
模
の
も

の
）
契
約
希
望
者
登
録
申
請

（
本
登
録
）

※
②
と
③
に
つ
い
て
す
で
に
登

録
済
み
の
方
も
、
平
成

年

３
月

日
（
土
）
で
有
効
期

限
が
切
れ
ま
す
の
で
、
新
た

に
手
続
き
が
必
要
で
す
。

④
平
成

年
度
分
市
内
建
設
業

者
の
格
付
け
に
係
る
関
係
書

類
を
、
市
か
ら
別
途
通
知
し

ま
す
の
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

※
既
に
登
録
済
み
の
方
の
み
対

象
。

受
付
期
間

２
月
１
日
（
木
）

〜

日
（
木
）
〔
必
着
〕

申
込
方
法

書
留
に
よ
る
郵
送
な
ど
、
到

着
日
時
が
確
認
で
き
る
方
法

で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
持

参
に
よ
る
申
請
は
受
け
付
け

ま
せ
ん
。
詳
し
く
は
、
各
申

請
要
領
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
市
に
配
達
さ
れ
た
か
確
認
す

る
場
合
は
、
送
付
を
依
頼
し

た
会
社
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

申
請
要
領
等
配
布
場
所

・
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

・
本
庁
舎
４
階
閲
覧
室

・
各
総
合
支
所

□問

〒
９
８
６
‐
８
５
０
１

（
住
所
不
要
）
管
財
課

☎
２
３
‐
６
６
１
１
・
２
３

‐
６
６
１
２

３ 市報 いしのまき 平成 年( 年)１月１日号３ 市報 いしのまき 平成 年( 年)１月１日号
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⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂

１
月

日

木

午
後
３
時
ご
ろ

除
染
な
ど
が
必
要
と
な
る
空

間
放
射
線
量
は
、
毎
時
０
・

㍃

と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

市
内
に
お
い
て
放
射
線
量
の
測

定
を
行
っ
た
結
果
、
測
定
地
点

の
全
て
で
、
健
康
に
影
響
を
与

え
る
よ
う
な
数
値
は
検
出
さ
れ

ま
せ
ん
で
し
た
の
で
ご
安
心
く

だ
さ
い
。

※
住
民
持
ち
込
み
に
よ
る
食
品

等
の
放
射
性
物
質
の
簡
易
検

査
お
よ
び
空
間
放
射
線
簡
易

測
定
器
の
貸
し
出
し
を
行
っ

て
い
ま
す
。

□問

環
境
課

（
内
線
３
３
６
６
）

≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≒
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
∝ ≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪ ∽

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

≫

１月１日 月・祝 現在で償却資産をお持ちの方は 申告が

必要です 次の日程で申告を受け付けます

申告受付日程表

注 土日・祝日を除く。

※該当する方には 月中に申告書をお送りしていますが

届いてない方や昨年中に事業を始めた方はご連絡くださ

い

※期間中であれば最寄りの会場で申告可能です

※申告期間の後半は大変混み合いますので お早めに申告

をお願いします

□申・□問 資産税課 内線3119・3125

各総合支所市民生活課

償却資産申告のお願い

≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≒
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
∝ ≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪≪ ∽

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

≫

早期再就職に向けた職業訓練を次の表のとおり実施して

います

訓練期間

名取実習所 ３月８日 木 ～９月３日 月

多賀城実習所 ３月６日 火 ～ 月１日 月

受 講 料 無料 ただし テキスト代などは自己負担

受付期間 名取・多賀城ともに１月５日 金 ～２月８日

木

※居住地を管轄するハローワーク 公共職業安定所 から申

し込みください

□問 ポリテクセンター宮城訓練課

・名取実習所 ☎022‐784‐2820

・多賀城実習場 ☎022‐362‐2454

・市商工課 内線3523

公共職業訓練受講生を募集

と
き

２
月

日
（
金
）

午
前
９
時
〜
正
午

と
こ
ろ

石
巻
広
域
消
防
本
部

２
階
大
会
議
室

対
象平

成

年
２
月
に
応
急
手
当

普
及
員
の
認
定
を
受
け
た

方な
お
、有
効
期
限（
３
年
間
）

内
に
再
講
習
を
受
講
さ
れ
な

い
場
合
は
、
失
効
と
な
り
ま

す
。

申
込
期
間

１
月

日
（
月
）

〜
２
月
８
日
（
木
）
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
（
土
日
を
除

く
）

申
込
方
法

申
請
書
は
各
消
防
署
か
、
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ

ー
ド
し
、
写
真
１
枚
を
添
え

て
各
消
防
署
、
分
署
、
出
張

所
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

写
真
は
申
請
日
の
６
カ
月
以

内
に
撮
影
し
た
上
半
身
像

（
縦
３
㌢
・
横
２
・
４
㌢
・

無
帽
・
無
背
景
）
と
し
、
裏

面
に
氏
名
を
記
入
し
た
も
の

□問

石
巻
広
域
消
防
本
部
警

防
課

☎
９
５
‐
７
４
３
３

Ｕ
Ｒ
Ｌ

と
き

２
月

日
（
火
）
〜

日
（
木
）
午
前
８
時

分
〜

午
後
５
時

分

と
こ
ろ

石
巻
広
域
消
防
本
部

２
階
大
会
議
室

対
象

歳
以
上
で
石
巻
圏
に

在
住
ま
た
は
勤
務
さ
れ
て
い

る
方

受
講
料

４
、
９
３
７
円
（
テ

キ
ス
ト
代
）

申
込
期
間

１
月

日
（
月
）

〜
２
月
２
日
（
金
）
午
前
９

時
〜
午
後
５
時
（
土
日
を
除

く
）

定
員

人
〔
先
着
〕

申
込
方
法

消
防
署
ま
た
は
石
巻
広
域
消

防
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申

請
書
に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
写
真
１
枚
を
添
え
て
各

消
防
署
、
分
署
、
出
張
所
に

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
写
真
は
申
請
日
の
６
カ
月
以

内
に
撮
影
し
た
上
半
身
像

（
縦
３
㌢
、
横
２
・
４
㌢
、

無
帽
、
無
背
景
）
と
し
、
裏

面
に
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ

さ
い
。

□問

石
巻
広
域
消
防
本
部
警

防
課

☎
９
５
‐
７
４
３
３

Ｕ
Ｒ
Ｌ

内
容

本
年
度
最
後
の
開
放
講

座
で
す
。
受
講
者
に
は
、
テ

キ
ス
ト
と
オ
レ
ン
ジ
リ
ン
グ

を
配
布
し
て
い
ま
す
。

と
き

１
月

日
（
木
）
午
後

２
時
〜
４
時

と
こ
ろ

い
し
の
ま
き
カ
フ
ェ

「

」
か
ぎ
か
っ
こ
（
市
役

所
本
庁
舎
１
階
）

対
象

市
内
在
住
の
方

定
員

人
〔
先
着
〕

※
要
予
約

料
金

３
５
０
円

（
飲
み
物
代
）

□申
・
□問

介
護
保
険
課

（
内
線
２
４
３
７
）

１
月
１
日（
月
・
祝
）現
在
、

居
住
用
に
使
用
さ
れ
て
い
る
土

地
（
住
宅
用
地
）
は
、
固
定
資

産
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す
の
で
、

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象平

成

年
中
に
住
宅
を
新
築

・
増
築
し
た
方
や
住
宅
を
建

て
替
え
し
た
方
（
建
替
特
例

用
）
、
建
物
の
用
途
を
住
宅

に
変
更
し
た
方

※
す
で
に
家
屋
の
新
・
増
築
調

査
が
済
ん
で
い
る
方
は
、
申

告
は
不
要
で
す
。

申
告
内
容

住
宅
の
所
在
地
・
地
番
・
所

有
者
の
住
所
・
氏
名

申
告
期
限

１
月

日
（
水
）

申
告
場
所

資
産
税
課
・
各
総
合
支
所
市

民
生
活
課
・
各
支
所

※
印
鑑
を
持
参
の
上
、
申
告
し

て
く
だ
さ
い
。

□申
・
□問

資
産
税
課
（
内
線
３

１
２
３
・
３
１
２
４
）

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

各
支
所

平
成

年
中
に
家
屋
の
全
部

ま
た
は
一
部
を
取
り
壊
し
た
方

は
「
家
屋
滅
失
届
」
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
提
出
さ
れ
な
い

場
合
、
平
成

年
度
の
固
定
資

産
税
が
課
税
さ
れ
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

□問

資
産
税
課
（
内
線
３
１

１
４
・
３
１
１
７
）

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

２
月
初
旬
か
ら
市
・
県
民
税

の
申
告
が
始
ま
り
ま
す
の
で
、

事
前
に
帳
簿
や
領
収
書
な
ど
の

整
理
、
必
要
書
類
の
準
備
を
お

願
い
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
掲
載
し
て
い
ま
す
。ま
た
、

市
報
は
２
月
号
に
掲
載
予
定

で
す
。

□問

市
民
税
課
（
内
線
３
０

９
３
〜
３
０
９
８
）

復
興
特
区
法
に
よ
り
事
業
所

の
固
定
資
産
税
等
の
課
税
が
免

除
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

対
象
特
区

・
石
巻
ま
ち
な
か
再
生
特
区

・
愛
ラ
ン
ド
特
区

・
民
間
投
資
促
進
特
区

（
も
の
づ
く
り
産
業
版
・
Ｉ

Ｔ
産
業
版
・
農
業
版
）

※
申
請
さ
れ
る
場
合
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
期
限

１
月

日
（
水
）

□申
・
□問

資
産
税
課
（
内
線
３

１
１
９
・
３
１
２
５
）

対
象

若
年
性
認
知
症
の
当
事

者
お
よ
び
介
護
者
（
介
護
者

の
み
の
出
席
も
可
）

内
容

テ
ー
マ
ト
ー
ク
、
情
報

交
換
、
カ
フ
ェ
タ
イ
ム

と
き

２
月
１
日
（
木
）
午
後

１
時

分
〜
３
時

分

と
こ
ろ

い
し
の
ま
き
カ
フ
ェ

「

」
か
ぎ
か
っ
こ
（
市
役

所
本
庁
舎
１
階
）

※
当
日
は
会
の
名
称
を
掲
示
し

ま
せ
ん
。

料
金

３
５
０
円
（
飲
み
物
代
）

※
電
話
で
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

□申
・
□問

介
護
保
険
課

（
内
線
２
４
３
７
）

ビ
ブ
リ
オ
バ
ト
ル
と
は
「
人

を
通
し
て
本
を
知
る
、
本
を
通

し
て
人
を
知
る
」
が
テ
ー
マ
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ゲ
ー
ム

で
す
。
本
を
持
ち
寄
っ
て
１
人

５
分
間
で
紹
介
し
合
い
、
質
疑

応
答
の
後
、
一
番
読
み
た
く
な

っ
た
本
を
投
票
し
て
チ
ャ
ン
プ

本
を
決
め
ま
す
。

と
き

１
月

日
（
土
）
午
前

時
〜

時

分

と
こ
ろ

石
巻
専
修
大
学
図
書

館
定
員

６
人
程
度

※
要
予
約

観
覧

人
程
度
（
空
席
が
あ

れ
ば
当
日
参
加
も
可
）

申
込
期
限

１
月

日
（
水
）

□申
・
□問

石
巻
専
修
大
学
図
書

館

☎
２
２
‐
７
７
１
８

遠
藤
郁
子
研
究
室

嘗

市
総
務
課（
内
線
４
０
３
７
）

４市報 いしのまき 平成 年( 年)１月１日号 ４市報 いしのまき 平成 年( 年)１月１日号
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⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂

⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂⊂

● 歳未満の子どもに関する相談 県東部児童相談所 県石巻合同庁

舎

午前８時 分～午後５時 分 土日・祝日を除く ☎95‐1121

●子育てに関する相談 子育て支援センター 子育て支援課

午前９時～午後４時 土日・祝日を除く ☎24‐6848

●物忘れ相談 開成仮診療所

と き 日 火 午後１時 分

定 員 ２件 先着 ※要予約

※定員超過の場合は別日に２件まで対応を検討します

□申・□問 介護保険課 内線2437

●女性のための面接相談 市役所２階相談室Ｂ

心身不調 人間関係 夫婦問題 ＤＶなどのさまざまな問題に無料で

応じます

と き 日 水 午前 時 分 午後１時 午後３時 分

定 員 １日３人 先着 ※要予約

担 当 田口 京子 日本フェミニストカウンセリング学会認定カウンセラー

□申・□問 地域協働課 内線4234

●無料人権相談

日 水 午前 時～午後３時 河南老人福祉センタ－

日 木 午前 時～午後３時 北上保健センター

日 金 午前 時～午後３時 河北総合支所

□問 仙台法務局石巻支局 ☎22‐6188

●年金に関する相談 石巻年金事務所 ☎22‐5115

・毎週月曜日 休日のときは翌日 は相談時間を午後７時まで延長し

ます

・休日年金相談 日 土 午前９時 分～午後４時

●農家相談 河北総合支所３階会議室

日 木 受付時間 午後１時 分

詳しくは 事前に問い合わせください

※農地法許可申請受付期間 ４日 木 ～ 日 木

□問 農業委員会事務局 ☎62‐4826

●高齢者・障害者のための無料成年後見相談会

と き ○面接相談 日 土 午後１時 分～４時 分 ※予約優先

○電話相談 日 土 午前 時～午後４時

ところ 石巻司法書士相談センター 鋳銭場５‐９ いせんばプラ

ザ102号

□申・□問 石巻司法書士相談センター ☎96‐3611

●県消費生活相談 県石巻合同庁舎３階県民サービスセンター

午前９時～午後４時 土日・祝日を除く ☎93‐5700

●市民生活相談 市役所２階・市民相談センター

※時間はいずれも午前９時～午後５時

市民相談 内線2532 ※土日・祝日を除く

家庭児童相談 内線2534 ※月・火・木・金曜日

少年相談 内線2533 ※月・火・水・木曜日

消費生活相談 ☎23‐5040 ※土日・祝日を除く

●虐待・ＤＶ相談 市役所２階・虐待防止センター

午前８時30分～午後５時 ※土日・祝日を除く

内線2535・2538・2539・2543 直通☎23‐6614

※児童 高齢者 障害者の各種虐待相談およびＤＶ相談

●行政書士相談 要予約

日 月 午前 時～午後３時 市役所２階相談室Ａ・Ｂ

□申・□問 宮城県行政書士会石巻支部 ☎95‐3820

●行政相談

日 水 午後１時 分～３時 分 石巻中央公民館楽屋

日 水 午後１時～３時 分 河南老人福祉センター

●県政に関する相談 県石巻合同庁舎３階県民サービスセンター

午前８時 分～午後４時 分 土日・祝日を除く

☎95‐1411内線241

●各地区包括支援センター ※ 内は担当地区

中央 石巻・中央 ☎21‐5171 河北 河北 ☎61‐1252

稲井 稲井・住吉 ☎93‐8166 雄勝 雄勝 ☎61‐3732

蛇田 蛇田 ☎92‐7355 河南 河南 ☎86‐5501

山下 山下・釜・大街道 ☎96‐2010 ものう 桃生 ☎76‐5581

渡波 渡波・荻浜 ☎25‐3771 北上 北上 ☎61‐7023

湊 湊 ☎90‐3146 牡鹿 牡鹿 ☎44‐1652

●弁護士による無料法律相談 市役所２階市民相談センター相談室

９日 火 うみかぜ法律事務所 高橋弁護士 日 火 あおぞら

総合法律事務所 小川弁護士 午前 時 分～午後４時

※１日９人 先着 ※要予約 予約受付開始 ４日 木 午前９時

□申・□問 市民相談センター 内線2532・2533

●仙台弁護士会無料相談 石巻駅前ビル４階 石巻法律相談センター

月～金曜日 祝日を除く 午後１時 分～４時 分

日曜日 祝日を除く 午前 時 分～午後４時 分

※震災時被災３県に在住の方は刑事事件・法人を除き全て無料です

□申・□問 仙台弁護士会法律相談センター ☎022‐223‐2383

午前 時～午後５時 先着 ※土日・祝日を除く

※当日の相談予約・キャンセルは直接 石巻法律相談センタ

ーへ

午前 時～午後３時 ☎23‐5451

●司法書士による無料法律相談会 ※３日 水 ６日 土 はお休み

いせんばプラザ102号 石巻司法書士相談センター

毎週水・土曜日 祝日を除く 午後１時 分～４時 分

※司法書士が無料で相続登記・法律相談に応じます 予約優先

□申・□問 石巻司法書士相談センター ☎96‐3611

午前９時～午後５時 土日・祝日は除く

●県交通事故相談 県石巻合同庁舎３階県民サービスセンター

午前８時 分～午後４時 分 土日・祝日を除く

☎95‐1411内線241

●交通事故に伴う自動車保険請求相談 そんぽ センター東北

午前９時 分～午後５時 土日・祝日を除く ☎0570‐022808

石
巻
圏
域
に
住
む
優
秀
な
学

生
で
経
済
的
理
由
に
よ
り
就
学

困
難
な
方
を
対
象
に
、
奨
学
生

を
募
集
し
ま
す
。

対
象

①
石
巻
専
修
大
学
に
、
平
成

年
４
月
に
入
学
す
る
方

②
平
成

年
４
月
現
在
、
石
巻

専
修
大
学
に
在
学
し
て
い
る

見
込
み
の
方

①
②
共
に
、
石
巻
圏
域
に
２

年
以
上
住
所
を
有
す
る
こ
と
。

た
だ
し
、
石
巻
圏
域
内
の
高
校

お
よ
び
石
巻
専
修
大
学
に
入
学

す
る
目
的
を
も
っ
て
、
圏
域
内

に
住
所
を
移
転
し
た
方
は
対
象

外
で
す
。

定
員

人
程
度
（
当
事
業
団
の
奨

学
生
選
考
委
員
会
の
審
査
に

よ
り
決
定
）

貸
与
限
度
額

○
新
入
学
生

・
理
工
学
部
１
６
０
万
円

・
経
営
学
部
１
２
０
万
円

・
人
間
学
部
１
３
０
万
円

○
在
学
生

・
理
工
学
部
１
３
０
万
円

・
経
営
学
部
９
０
万
円

・
人
間
学
部
１
１
０
万
円

※
限
度
額
の
範
囲
内
で

万
円

単
位
の
希
望
す
る
額

申
込
期
間

１
月

日
（
木
）
〜
２
月

日
（
水
）

□申
・
□問

（
公
財
）
石
巻
地
域

高
等
教
育
事
業
団
事
務
局

（
市
総
務
課
内
、
内
線
４
０

３
７
）

《
訪
問
販
売
ト
ラ
ブ
ル
》

復
興
住
宅
へ
の
入
居
が
進
む

中
、
訪
問
販
売
ト
ラ
ブ
ル
が
依

然
と
し
て
発
生
し
て
い
ま
す
。

食
品
や
新
聞
購
読
、
換
気
扇

フ
ィ
ル
タ
ー
、
通
信
契
約
な
ど

が
多
く
、
強
引
に
上
が
り
込
ん

で
な
か
な
か
帰
っ
て
く
れ
ず
、

仕
方
な
く
契
約
し
た
と
い
う
相

談
も
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

不
意
打
ち
性
の
あ
る
訪
問
販

売
は
、
契
約
日
か
ら
８
日
以
内

だ
と
ク
ー
リ
ン
グ
オ
フ
が
で
き

ま
す
が
、
中
に
は
契
約
書
面
な

ど
が
渡
さ
れ
ず
、
通
知
が
で
き

な
い
と
い
う
相
談
も
あ
り
ま

す
。
お
困
り
の
際
に
は
、
一
人

で
悩
ま
ず
に
当
セ
ン
タ
ー
ま
で

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

〈
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相

談
〉日

程
な
ど
は
「
１
月
の
相
談

あ
ん
な
い
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□問

市
民
相
談
セ
ン
タ
ー

（
内
線
２
５
４
２
）

民
事
調
停
と
は
、
話
し
合
い

で
問
題
の
解
決
を
図
る
裁
判
所

の
手
続
き
で
す
。

特
徴①

手
続
き
が
簡
単

②
費
用
が
安
い

③
解
決
が
早
い

④
裁
判
官
と
調
停
委
員
が
間

に
入
っ
た
話
し
合
い

⑤
判
決
と
同
じ
効
果

裁
判
の
よ
う
に
勝
ち
負
け
を

決
め
る
の
で
は
な
く
、
お
互
い

が
納
得
す
る
ま
で
話
し
合
う
こ

と
が
基
本
な
の
で
、
実
情
に
合

っ
た
柔
軟
な
解
決
が
で
き
ま

す
。詳

し
く
は
最
高
裁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□問

仙
台
地
方
裁
判
所
事
務

局
総
務
課
庶
務
係
☎
０
２
２

‐
２
２
２
‐
６
１
１
５

仙
台
家
庭
裁
判
所
事
務
局
総

務
課
庶
務
係
☎
０
２
２
‐
７

４
５
‐
６
２
０
３

Ｕ
Ｒ
Ｌ

「
イ
ク
ボ
ス
」
と
は
、
自
ら

も
部
下
も
、
仕
事
と
生
活
の
両

立
を
図
り
、
業
績
を
上
げ
る
こ

と
が
で
き
る
上
司
の
こ
と
を
指

し
ま
す
。
イ
ク
ボ
ス
経
営
の
方

法
な
ど
を
学
び
ま
す
。

と
き

１
月

日
（
火
）
午
後

２
時

分
〜
４
時

分

と
こ
ろ

消
防
本
部
石
巻
消
防

署
２
階
大
会
議
室

講
師

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
フ
ァ
ザ
ー

リ
ン
グ
・
ジ
ャ
パ
ン
理
事

川
島

高
之

定
員

人
〔
先
着
〕
※
要
予

約
対
象

市
内
の
企
業
に
勤
め
る

管
理
職
の
方

申
込
方
法

電
話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま

た
は
Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

申
込
期
限

１
月

日
（
水
）

※
詳
し
く
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□申
・
□問

地
域
協
働
課

（
内
線
４
２
３
４
）

Ｆ
Ａ
Ｘ
２
２
‐
４
９
９
５

嘗県
は
、
人
材
の
確
保
な
ど
に

悩
ん
で
い
る
事
業
主
の
皆
さ
ん

へ
社
会
保
険
労
務
士
を
派
遣

し
、
人
事
・
労
務
管
理
な
ど
の

助
言
を
行
っ
て
い
ま
す
。
従
業

員
の
働
き
や
す
い
職
場
を
整
備

す
る
な
ど
「
働
き
方
改
革
」
に

取
り
組
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。

対
象

従
業
員
３
０
０
人
以
下

の
事
業
所

申
込
方
法

申
込
書
（
県
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）
に
記
入

の
上
、提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

□申
・
□問

県
雇
用
対
策
課

☎
０
２
２
‐
２
１
１
‐
２
７

７
１

□問

市
商
工
課

（
内
線
３
５
２
３
）

５ 市報 いしのまき 平成 年( 年)１月１日号５ 市報 いしのまき 平成 年( 年)１月１日号


